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と
き
：
10
月
24
日
㈯
、
25
日
㈰

　
今
年
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
症
拡
大
防
止
の
た
め
、
鬼
行
列
、

だ
ん
じ
り
巡
行
な
ど
一
部
の
行
事
が

中
止
と
な
り
ま
す
。

※
例
年
は
３
日
間
の
開
催
で
す
が
、

今
年
は
２
日
間
と
な
り
ま
す
。

※
市
街
地
の
通
行
止
め
は
あ
り
ま

せ
ん
。

　
町
の
だ
ん
じ
り
蔵
付
近
に
だ
ん
じ
り
が

展
示
さ
れ
ま
す
。

【
と　
き
】

○
10
月
24
日
㈯　
午
後
１
時
頃
〜
４
時
頃

○
10
月
25
日
㈰

　
午
前
10
時
頃
〜
午
後
１
時
頃

※
荒
天
中
止

【
と　
き
】

○
10
月
24
日
㈯　
午
後
１
時
頃
〜
４
時
頃

○
10
月
25
日
㈰

　
午
前
10
時
頃
〜
午
後
４
時
頃

【
と
こ
ろ
】　
上
野
相
生
町
、上
野
紺
屋
町
、

　
上
野
三
之
西
町
、
上
野
徳
居
町

※
宵
宮
祭
、
例
大
祭
は
例
年
ど
お
り
開
催

さ
れ
る
予
定
で
す
。

※
行
事
の
開
催
日
時
・
場
所
・
内
容
は
新

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
流
行
状

況
で
変
更
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
詳

し
く
は
、
上
野
天
神
祭
公
式
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　

https://w
w
w
.ueno

-tenjin-
m
atsuri.com

※
10
月
24
日
㈯
午
前
10
時
30
分
〜
11
時
30

分
と
10
月
25
日
㈰
午
後
２
時
30
分
〜
３

時
30
分
は
、
だ
ん
じ
り
保
全
に
伴
う
入

替
の
た
め
、
だ
ん
じ
り
会
館
付
近
・
銀

座
通
り
付
近
の
道
路
が
混
雑
し
ま
す

の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　
10
月
23
日
㈮
の
可
燃
ご
み
の
収
集

は
行
事
中
止
の
た
め
、
平
常
通
り
に

行
い
ま
す
。

【
問
い
合
わ
せ
】

　
さ
く
ら
リ
サ
イ
ク
ル
セ
ン
タ
ー

　
☎
 20
・
９
２
７
２

　
℻  
20
・
２
５
７
５

上
野
支
所
管
内
の
ご
み
収
集

　
だ
ん
じ
り
会
館
を
無
料
開
放
し
ま

す
。
こ
の
機
会
に
、
館
内
の
だ
ん
じ

り
や
、
迫
力
あ
る
祭
り
の
映
像
を
ご

覧
く
だ
さ
い
。

【
と　
き
】

　
10
月
17
日
㈯
〜
23
日
㈮

　
午
前
９
時
〜
午
後
５
時

※
入
館
受
付
は
午
後
４
時
30
分
ま
で

◆
入
館
に
あ
た
っ
て
の
注
意

　
密
を
避
け
る
た
め
、
入
館
人
数
を

制
限
し
て
い
ま
す
の
で
、
お
待
ち
い

た
だ
く
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
入
館
前
に
検
温
と
風
邪

な
ど
の
症
状
が
無
い
か
を
確
認
し

ま
す
。 

　
37
・
５
℃
以
上
の
発
熱
や
体
調
不

良
が
あ
る
場
合
は
、
本
人
お
よ
び
す

べ
て
の
同
行
者
の
入
館
を
お
断
り
し

ま
す
。
マ
ス
ク
を
着
用
い
た
だ
け
な

い
場
合
も
入
館
を
お
断
り
し
ま
す
。 

【
問
い
合
わ
せ
】

○
観
光
戦
略
課　
☎
22
・
９
６
７
０

○
だ
ん
じ
り
会
館

　
☎
24
・
４
４
０
０

だ
ん
じ
り
会
館
無
料
開
放

鬼　
　
面　
　
展

だ
ん
じ
り
展
示

トピックス

知
っ
て
い
ま
す
か　
年
金
の
こ
と

国
民
年
金
の
は
な
し

　
国
民
年
金
加
入
中
ま
た
は
20
歳
に
な
る

前
の
病
気
や
け
が
な
ど
で
、
法
令
に
定
め

ら
れ
て
い
る
障
害
等
級
の
１
級
ま
た
は
２

級
の
障
が
い
の
状
態
に
な
っ
た
場
合
、
申

請
を
す
る
こ
と
で
障
害
基
礎
年
金
が
受
け

取
れ
ま
す
。

※
身
体
障
害
者
手
帳
の
等
級
と
は
異
な
り

ま
す
。

◆
令
和
２
年
４
月
分
か
ら
の
年
金
額（
定
額
）

○
１
級
：
９
７
７
，１
２
５
円

○
２
級
：
７
８
１
，７
０
０
円

◆
年
金
の
加
算
に
つ
い
て

　
障
害
基
礎
年
金
の
受
給
権
者
が
受
給
権

を
得
た
と
き
や
得
た
後
、
そ
の
人
に
よ
っ

て
生
計
を
維
持
さ
れ
て
い
る
子
ど
も
＊
１

が
い
る
場
合
、
子
ど
も
の
人
数
に
よ
っ
て

加
算
が
あ
り
ま
す
。

＊
１
…
18
歳
に
な
る
年
度
の
末
日
ま
で
の

子
ま
た
は
障
害
等
級
１
級
・
２
級

の
障
が
い
の
状
態
に
あ
る
20
歳
未

満
の
子

◆
対
象
者

　
次
の
い
ず
れ
か
に
当
て
は
ま
る
人

○
国
内
に
住
所
が
あ
り
、
初
診
日
（
病
気

や
け
が
で
初
め
て
医
師
の
診
療
を
受
け

た
日
）
に
国
民
年
金
の
被
保
険
者
の
人

ま
た
は
、
国
民
年
金
の
被
保
険
者
で

あ
っ
た
65
歳
未
満
の
人
（
老
齢
基
礎
年

金
を
繰
り
上
げ
て
受
給
し
て
い
る
人
は

除
く
。）
で
、
初
診
日
の
属
す
る
月
の

前
々
月
ま
で
の
全
被
保
険
者
期
間
に
３

分
の
２
以
上
の
保
険
料
を
納
め
た
期

間
（
保
険
料
免
除
期
間
、
若
年
者
納
付

猶
予
期
間
、
学
生
納
付
特
例
期
間
を
含

む
。）
が
あ
る
か
、
初
診
日
の
属
す
る

月
の
前
々
月
ま
で
の
直
近
１
年
間
に
保

険
料
未
納
期
間
が
な
い
人
。

○
20
歳
に
な
る
前
に
初
診
日
が
あ
り
、
障

害
認
定
日
＊
２
に
法
令
で
定
め
ら
れ
て

い
る
障
害
等
級
の
１
級
ま
た
は
２
級
の

障
が
い
の
状
態
に
な
っ
た
人
ま
た
は
障

害
認
定
日
に
該
当
し
な
か
っ
た
人
が
65

歳
に
な
る
前
日
ま
で
に
該
当
す
る
よ
う

に
な
っ
た
人
。

※
20
歳
に
な
る
前
の
傷
病
で
障
害
年
金
を

請
求
す
る
場
合
、
納
付
要
件
は
問
わ
れ

ま
せ
ん
が
、
本
人
の
所
得
制
限
が
あ
り

ま
す
。

＊
２
…
障
が
い
の
程
度
を
定
め
る
日
の
こ

と
を
い
い
ま
す
。
原
則
、
病
気
や

け
が
に
よ
り
初
め
て
医
師
の
診
療

を
受
け
た
日
か
ら
１
年
６
カ
月
を

経
過
し
た
日
、
ま
た
は
１
年
６
カ

月
以
内
に
症
状
が
固
定
し
た
日
の

こ
と
を
い
い
ま
す
。

　
１
月
１
日
か
ら
12
月
31
日
ま
で
に
納

付
し
た
国
民
年
金
保
険
料
は
、
所
得
税

と
住
民
税
の
申
告
の
際
、
全
額
が
社
会

保
険
料
控
除
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

　
こ
の
控
除
を
受
け
る
た
め
に
は
、
納

付
し
た
こ
と
を
証
明
す
る
書
類
の
添
付

が
必
要
で
す
。
年
末
調
整
や
確
定
申
告

の
際
に
は
必
ず
こ
の
証
明
書
ま
た
は
領

収
書
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

◆
控
除
証
明
書
の
送
付
時
期

○
１
月
１
日
か
ら
10
月
１
日
ま
で
の
間

に
国
民
年
金
保
険
料
を
納
付
し
た
人

に
は
、
11
月
上
旬
に
日
本
年
金
機
構

か
ら
送
付
予
定
で
す
。

○
10
月
２
日
か
ら
12
月
31
日
ま
で
の
間

に
、
国
民
年
金
保
険
料
を
今
年
初
め

て
納
付
し
た
人
に
は
、
令
和
３
年
２

月
上
旬
に
送
付
予
定
で
す
。

　
な
お
、
家
族
の
国
民
年
金
保
険
料
を

納
付
し
た
場
合
も
、
納
付
し
た
本
人
の

社
会
保
険
料
控
除
に
加
え
る
こ
と
が
で

き
ま
す
の
で
、
家
族
宛
て
に
送
ら
れ
た

控
除
証
明
書
を
添
付
の
上
、
確
定
申
告

を
し
て
く
だ
さ
い
。

※
社
会
保
険
料
（
国
民
年
金
保
険
料
）

控
除
証
明
書
に
つ
い
て
の
照
会
は
、

ね
ん
き
ん
加
入
者
ダ
イ
ヤ
ル
（
☎

０
５
７
０・
０
０
３・
０
０
４
）
に
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

【
申
込
先
・
問
い
合
わ
せ
】

○
保
険
年
金
課　
☎
22
・
９
６
５
９　
℻  
26
・
０
１
５
１　

hoken@
city.iga.lg.jp

○
各
支
所
住
民
福
祉
課

○
津
年
金
事
務
所　
☎
０
５
９
・
２
２
８
・
９
１
１
２

障
害
基
礎
年
金
を
ご
存
じ
で
す
か

社
会
保
険
料（
国
民
年
金
保
険
料
）

控
除
証
明
書
が
発
行
さ
れ
ま
す
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が
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徳
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宵
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は
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の
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ず
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か
に
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○
国
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に
住
所
が
あ
り
、
初
診
日
（
病
気

や
け
が
で
初
め
て
医
師
の
診
療
を
受
け

た
日
）
に
国
民
年
金
の
被
保
険
者
の
人

ま
た
は
、
国
民
年
金
の
被
保
険
者
で

あ
っ
た
65
歳
未
満
の
人
（
老
齢
基
礎
年

金
を
繰
り
上
げ
て
受
給
し
て
い
る
人
は

除
く
。）
で
、
初
診
日
の
属
す
る
月
の

前
々
月
ま
で
の
全
被
保
険
者
期
間
に
３

分
の
２
以
上
の
保
険
料
を
納
め
た
期

間
（
保
険
料
免
除
期
間
、
若
年
者
納
付

猶
予
期
間
、
学
生
納
付
特
例
期
間
を
含

む
。）
が
あ
る
か
、
初
診
日
の
属
す
る

月
の
前
々
月
ま
で
の
直
近
１
年
間
に
保

険
料
未
納
期
間
が
な
い
人
。

○
20
歳
に
な
る
前
に
初
診
日
が
あ
り
、
障

害
認
定
日
＊
２
に
法
令
で
定
め
ら
れ
て

い
る
障
害
等
級
の
１
級
ま
た
は
２
級
の

障
が
い
の
状
態
に
な
っ
た
人
ま
た
は
障

害
認
定
日
に
該
当
し
な
か
っ
た
人
が
65

歳
に
な
る
前
日
ま
で
に
該
当
す
る
よ
う

に
な
っ
た
人
。

※
20
歳
に
な
る
前
の
傷
病
で
障
害
年
金
を

請
求
す
る
場
合
、
納
付
要
件
は
問
わ
れ

ま
せ
ん
が
、
本
人
の
所
得
制
限
が
あ
り

ま
す
。

＊
２
…
障
が
い
の
程
度
を
定
め
る
日
の
こ

と
を
い
い
ま
す
。
原
則
、
病
気
や

け
が
に
よ
り
初
め
て
医
師
の
診
療

を
受
け
た
日
か
ら
１
年
６
カ
月
を

経
過
し
た
日
、
ま
た
は
１
年
６
カ

月
以
内
に
症
状
が
固
定
し
た
日
の

こ
と
を
い
い
ま
す
。

　
１
月
１
日
か
ら
12
月
31
日
ま
で
に
納

付
し
た
国
民
年
金
保
険
料
は
、
所
得
税

と
住
民
税
の
申
告
の
際
、
全
額
が
社
会

保
険
料
控
除
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

　
こ
の
控
除
を
受
け
る
た
め
に
は
、
納

付
し
た
こ
と
を
証
明
す
る
書
類
の
添
付

が
必
要
で
す
。
年
末
調
整
や
確
定
申
告

の
際
に
は
必
ず
こ
の
証
明
書
ま
た
は
領

収
書
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

◆
控
除
証
明
書
の
送
付
時
期

○
１
月
１
日
か
ら
10
月
１
日
ま
で
の
間

に
国
民
年
金
保
険
料
を
納
付
し
た
人

に
は
、
11
月
上
旬
に
日
本
年
金
機
構

か
ら
送
付
予
定
で
す
。

○
10
月
２
日
か
ら
12
月
31
日
ま
で
の
間

に
、
国
民
年
金
保
険
料
を
今
年
初
め

て
納
付
し
た
人
に
は
、
令
和
３
年
２

月
上
旬
に
送
付
予
定
で
す
。

　
な
お
、
家
族
の
国
民
年
金
保
険
料
を

納
付
し
た
場
合
も
、
納
付
し
た
本
人
の

社
会
保
険
料
控
除
に
加
え
る
こ
と
が
で

き
ま
す
の
で
、
家
族
宛
て
に
送
ら
れ
た

控
除
証
明
書
を
添
付
の
上
、
確
定
申
告

を
し
て
く
だ
さ
い
。

※
社
会
保
険
料
（
国
民
年
金
保
険
料
）

控
除
証
明
書
に
つ
い
て
の
照
会
は
、

ね
ん
き
ん
加
入
者
ダ
イ
ヤ
ル
（
☎

０
５
７
０・
０
０
３・
０
０
４
）
に
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

【
申
込
先
・
問
い
合
わ
せ
】

○
保
険
年
金
課　
☎
22
・
９
６
５
９　
℻  
26
・
０
１
５
１　

hoken@
city.iga.lg.jp

○
各
支
所
住
民
福
祉
課

○
津
年
金
事
務
所　
☎
０
５
９
・
２
２
８
・
９
１
１
２

障
害
基
礎
年
金
を
ご
存
じ
で
す
か

社
会
保
険
料（
国
民
年
金
保
険
料
）

控
除
証
明
書
が
発
行
さ
れ
ま
す
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